
三重県子ども条例

2022年10月18日
三重県子ども・福祉部
少子化対策課
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①「児童の権利に関する条約」
と「三重県子ども条例」
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1948年 「世界人権宣言」採択

1959年 「児童の権利に関する宣言」採択

1978年 「児童の権利に関する条約」の草案

1979年 国際児童年

1989年 「児童の権利に関する条約（子ども

の権利条約）」採択

1994年 日本が「児童の権利に関する条約」

を批准

子どもの権利のあゆみ
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児童の権利に関する条約 ４つの原則

①命を守られ成長できること

②子どもにとって最もよいこと

③意見を表明し参加できること

④差別のないこと

5

出典：子どもの権利条約カードブック（ユニセフ）
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児童の権利に関する条約 ４つの柱

①生きる権利

③守られる権利

6

②育つ権利

④参加する権利
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三重県子ども条例策定のきっかけ

・いじめや不登校、引きこもりといった悩みを抱えた子どもの増加

・子どもによる反社会的行動の深刻化

・少子化や核家族化の進行、生活スタイルの変化などによる地域のつながり

の希薄化など社会のありようが大きく変化

⇒子どもたちの不安感や閉塞感が増大し、活動意欲が低下

・子どもたちが安心して育ち、自らの力を発揮するためには、様々な経験を

とおして自ら成長することが大切であり、そのために、地域の中で多くの

大人がつながりあって、子どもたちを温かく受け止め、支えることが必要

7

問題意識

背景は

解決策は？

平成23年（2011年）３月「三重県子ども条例」制定
（平成23年４月施行）
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平成23年度国民生活選好度調査（内閣府）

8
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9

地域の見守りの中で子どもが元気に育って
いると感じる県民の割合（県民意識調査）

53.2
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検討会議の設置

 委員数 １５名

（学識経験者５名、団体３名、校長会２名、

PTA、子ども会、養護施設協会、

みえ次世代育成応援ネットワーク、

公募委員 各１名）

 開催回数 ７回

10
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子どもからの意見の聴取

「条例について考えよう！こども
会議」の開催
県内各地で15回の開催 260人が参加

クラスや子ども会などのグループで、子どもの権利や大人

に言いたいことを話し合い

キッズ・モニターの実施
県内の小学４年生から高校３年生の約140人のモニターか

ら、子どもの権利について、子どもの相談窓口について意見

を聞き取り

11
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子どもが主役の未来に向けて みんなのメッセージ
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子どもが主役の未来に向けて みんなのメッセージ
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②三重県子ども条例
の内容
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三重県子ども条例（概要）

15

子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりを進め、
子どもの権利が尊重される社会を実現する

前 文

基本理念
（第３条）

連携・協働

・子どもを権利の主体として尊重すること
・子どもの最善の利益を尊重すること
・子どもの力を信頼すること

各主体の役割

学校関係者等（第６条）
・子どもの安全の確保
・子どもが安心して学び育つことが
できる環境づくりに努めること

保護者（第５条）
・子どもを大切に育てる責務を有す
ることを認識すること

・子どもが力を発揮して育つことが
できるよう努めること

県民等（第８条）
・子どもが豊かに育つことのできる
地域社会づくりに関心を持ち、理解
を深めることで、子どもの育ちを見
守り支えるよう努めること

市町（第９条）
・子どもの育ちを見守り支える
施策の推進に努めること

事業者（第７条）
・子どもを豊かに育てるために必要
な雇用環境の整備に努めること

・地域において子どもの育ちを見守
り支える取組の推進に努めること

県

県が行うこと
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16

三重県子ども条例

前文
（第一段落）

子どもは、一人ひとりかけがえのない存在である。
そして、子どもには生まれながらに豊かに育つための
権利がある。

それは、安心して生きること、虐待やいじめそして

あらゆる暴力や差別から守られること、自らの力を発

揮して成長すること、そして、思いや意見が尊重され

ることである。

子ども一人ひとりが人として大切にされ、豊かに育

つことができるよう子どもの権利が守られなければな

らない。

1

2

4

3

児童の権利に関する条約 ４つの柱
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（第二段落）

全ての子どもには自ら育つ力と多くの可能性があ
り、
子どもは自分が受け止められ、認められていると実感
することで自己肯定感を高めることができる。

また、子どもは、家庭や学校をはじめとする地域社
会での経験を通して、人との様々な関わりや多様な価
値観に触れることで、人を思いやる心や自らの課題を
乗り越える力を身に付けることができる。そして、次
の世代を大切に育てることのできる大人へと育ってい
く。

そのために、人と人とが強い絆で結ばれた地域社会
を形成し、子ども一人ひとりが力を発揮して育つこと
ができる社会へと向かうことが求められている。
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（第三段落）

私たちは、児童の権利に関する条約の理念にのっと
り、子どもの権利が尊重される社会の実現を目指すこ
ととする。

そのため、私たちは相互に連携し、協働して、子ど
もが豊かに育つことができる地域社会づくりに取り組
むことを決意し、この条例を制定する。
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出典：令和元年版 子供・若者白書（概要版）（内閣府）
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出典：令和元年版 子供・若者白書（概要版）（内閣府）
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出典：令和４年度全国学力・学習状況調査

【小学校調査（小６）】

【中学校調査（中３）】
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基本理念（第３条）

子どもが豊かに育つことができる地域社会づく
りは、次に掲げる事項を基本理念として行わなけ
ればならない。

① 子どもを権利の主体として尊重すること。

② 子どもの最善の利益を尊重すること。

③ 子どもの力を信頼すること。

22
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連携・協働

県

学校関係者等

・子どもの安全の確保
・子どもが安心して学び、
育つ環境づくり

保護者

・子どもを大切に育てること

・子どもが力を発揮して育つ
よう努めること

県民等

・子どもが豊かに育つことの
できる地域社会づくりに関
心を持ち、理解を深めること

市町

・子どもの育ちを支える施策
の推進に努めること

事業者

・子どもの育ちに配慮した
雇用環境の整備

・地域活動などをとおして
子どもの育ちを支えること

各主体の役割（第４条～１０条）

23
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施策の基本となる事項（第11条）

県は子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりに関
する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項の確
保を旨とするものとする。

① 子どもの権利について、子ども自身が知り、及び
学ぶ機会の提供並びに県民が学ぶ機会を提供すること。

→講演会、出前トーク
子どもの権利ノートの配布
（Ｒ3）子どもの権利ワークシート、デジタル絵本

② 子どもに係る施策に関して、子どもが意見を表明
する機会を設け、参加を促すとともに、子どもの意見
を尊重すること。

→児童相談所におけるアドボカシーの取組
キッズ・モニターアンケート
ありがとうの一行詩コンクール

24
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施策の基本となる事項（第11条）

③ 子どもが、自らの力を発揮して育つことができる
よう、主体的に取り組む様々な活動を支援すること。

→みえの子ども『夢☆実☆現』応援プロジェクト

④ 子どもの育ちを見守り、及び支えるための人材育
成を行うとともに、保護者、学校関係者等、事業者、
県民及び子どもに関わる団体並びに市町が行う活動の
促進が図られるよう、環境の整備を行うこと。

→子育ち・子育てマイスター養成講座、孫育て講座
子ども応援！わくわくフェスタ

（Ｒ4）子どもの会社見学
子どもサポート！オンライン座談会

25
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子ども条例に基づく取組
（第１２条～第１５条）

第12条 子ども相談窓口の設置

⇒ こどもほっとダイヤル
（子ども専用相談電話）

第13条 子どもの育ちについて県民の理解を深める

ための広報・啓発

第14条 子どもの生活に関する意識・実態等条例推進

に必要な事項の調査 ⇒ みえの子ども白書

第15条 県の施策の実施状況についての評価・公表

26
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③子ども条例に基づく
主な取組
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子ども条例10th anniversary事業 子ども・子育て家庭を応援する
「マッチングプロジェクト」

令和３年度に子ども条例の施行から１０年を迎えたことを契機として、
「子ども自身が子どもの権利について学ぶ機会の提供」及び「県民が主体
的に子育て支援活動に関わる機会の創出」に取り組みました。

（目的）
・子どもの権利について知り学ぶ機会の提供
・子どもの意見表明の機会の提供

（具体的な取組）
①子どもの権利ワークシートの作成・配布
②デジタル絵本の作成・配布

（目的）
・県民が主体的に子育て支援活動に関わる機会
の創出
・コロナ禍で失われた、子どもが体験する機会、家
族以外の人と触れ合う機会の創出

（具体的な取組）
「みえ次世代育成応援
ネットワーク」において、
子どもの育ちや子育て
家庭を応援しようとする
会員企業や団体の活動
を相互に支援できるよう
なマッチングの仕組み
の構築。

マッチングで実現した工場見学の様子

三重県子ども条例10周年の取組

デジタル絵本（表紙）
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ありがとうの一行詩コンクール

普段は言えない、家族や友達、地域の
人への「ありがとう」の気持ちを一行
詩にした作品を募集

【家族の絆／個人部門】

家族へ

不定期で行われる我が家の３だい大
会（肉まん祭り、チキン戦争、プリン

大会）
今思うとなぞが多いけど、それがあ

るから今でも温かい家庭があるんだと
思う。

ありがとう。大好きだよ。

（中学２年生 鈴鹿市）

入賞作品例
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みえの子ども「夢☆実☆現」応援プロジェクト

夢の実現に向けて、子どもたち自身が努力し

つつ、大人たち（県内企業、少子化対策課）
が応援！！

カカオ豆からGlocal（グローカル）！！
INAANZAMIE（高田高校）

地元のスイーツ店と協力し、ウガンダ産カカ
オ豆を使った商品を開発して販売したい！

取組例

30

子どもたちが「自分の得意としている分野
を極めたい」「地域社会に貢献したい」と

いった自分の夢★を応募
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子ども応援！わくわくフェスタ

31

令和元年度、第14回目となる「わくわ
くフェスタ」は、『子どもが主役、子ど
もがつくる』をコンセプトに、子どもが
主体的に運営するこどものまち「ミッ
プル一番町」が１日限りで誕生。
延べ約6,000人にご来場いただくととも
に、45の企業・団体に出展、出演いた
だいた。

ハローワー
クに大行列
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子ども応援！わくわくフェスタ

32

お仕事体験①（バス運転士） お仕事体験②（のりもの缶バッジづくり）

お仕事体験③（バスケットビンゴゲーム） 展示紹介①（カプラ遊び）
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子どもサポート！オンライン座談会

子どもの貧困やヤングケアラーなど、支援が必要な子どもたちへの社会的関心が高まる
中、子どもをサポートする活動を行っている団体の皆様をゲストスピーカーとしてお招
きし、現場の声を聞きながら、みんなでサポートできることを探します！
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三重県内の企業と地域の団体が連携して、子育てに優しい地域社会づくりに

取り組むための「出会いの場」（ネットワーク）

令和４年３月末現在：1,592会員（企業926、団体666）、事務局：県少子化対策課

ネットワークマスコットキャラ
クター

みっぷる

★主な取組★
✔ ありがとうの一行詩コンクール
✔ みえの子ども「夢☆実☆現」応援プロジェクト
✔ 子ども応援！わくわくフェスタ
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④みえの子ども白書
2019

35
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66.6 
70.7 69.3 

23年度 27年度 30年度

小５

43.9 

59.1 
56.0 

23年度 27年度 30年度

中２

38.1 

48.5 
53.6 

23年度 27年度 30年度

高２

「自分のことが好き」な割合

本資料において、項目によっては「どちらかと
いえば○○である」を「○○である」に集約す
るなど、簡略化しています。

例：上図の「好き」には「どちらかといえば好
き」の回答を含む

「自分のことが好き」と答える割合は、高校生で増加。自分のことが「好き」
な子どもは、「新しいことにチャレンジすることが好き」な割合が高い。

白書18,
20～21㌻

94.7

69.5

95.0 

59.6

91.1

59.9

好き

好きではない

好き

好きではない

好き

好きではない

新しいことにチャレンジすることが好き

自
分
の
こ
と
が
好
き
か

小５

中２

高２

（％）

（％）

～子どもの自己肯定感～
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90.1 

71.2 

91.1 

56.1 

95.0 

51.5 

している

していない

している

していない

している

していない

中２

高２

小５

親などの大人は自分のことをわかってくれていると思う

困
っ
た
こ
と
や
悩
み
が
あ
っ
た
と

き
、
家
の
人
に
話
を
し
て
い
る
か

子どもが困ったことや悩みがあったとき、家の人に相談することと「親など
の大人が自分のことをわかってくれている」と思うことに関係性がみられ、
そのような子どものほうが自己肯定感が高い。

白書45,46㌻

（％）

82.0 

27.0 

75.9 

18.0 

68.8 

28.4 

思う

思わない

思う

思わない

思う

思わない

中２

高２

小５親
な
ど
の
大
人
は
自
分
の
こ
と

を
わ
か
っ
て
く
れ
て
い
る
と
思

う
か

自分のことが好き （％）

～悩みを話せる存在の重要性①～
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66.3 

89.6 

61.9 

84.3 

小５

小５保護者

中２

中２保護者

子ども：困ったことや悩みがあったとき、家の人に話をしている
保護者：子どもが困ったことや悩みがあったとき、家の人に話をしていると思う
（家の人：兄弟姉妹を除く）

悩みを誰にも相談しない子どもは、相対的に自己肯定感が低い。
一方、子どもが悩み等を家の人に話していることについて、子どもと大人で
意識の差がある。

子どもの悩みに気づけていない
保護者もいると考えられる。

（保護者が思っているより、悩
みを家の人に話している子ども
の割合は低い）

白書30,35㌻

69.3 

47.5 

56.1 

36.0 

53.6 

28.0 

全体

誰にも相談しない

全体

誰にも相談しない

全体

誰にも相談しない

中２

高２

小５

自分のことが好き

悩
み
が
あ
っ
た
と
き
、
誰
に
相
談
す

る
か

（％）

悩みを誰にも相談しない子ども

は、相談する子どもより、「自分

のことが好き」な割合が低い。

左図の「全体」の割合は、「悩みがあったとき、誰に相談
するか」に無回答の人を除く。（「誰にも相談しない」以
外の選択肢としては、「親（保護者）」「友だち」「学校
の先生」「近所の知り合いの人」など）

（％）

～悩みを話せる存在の重要性②～
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○子育てにおいて近所・地域の支えは重要と考える保護者が大多数。
一方、地域の人とのつながりが強いと感じているのは約5割にとどまっている。

○子育てに関する活動について、現在参加していない県民は8割。
情報がないために活動に関わる機会がない人や、参加したいけれどもどのよう
な活動がよいかわからない人が一定数いる。

白書64～65,
68～70㌻

92.1

50.6

89.4

49.2

重要と思う

強いと思う 小５保護者

中２保護者

子育てする上での近所・地域の支え

自身と地域の人たちの関係やつながり

(%)

約9割

約5割

80.0 

7.4 

3.6 

参加している活動は

ない

子どもの防犯のため

の声かけや登下校の

見守りをする

子育てをする親同士

で話ができる仲間づ

くり

地域社会における子育てに関する活動の支え手

として現在参加している活動（上位３つ）

県民

(%)

32.2 

26.9 

20.1 

参加したいが、どの

ような活動がよいか

わからない

子どもの防犯のため

の声かけや登下校の

見守り

参加したいと思わな

い

地域社会における子育てに関する活動の支え手

として今後参加したい活動（上位３つ）

県民

(%)

42.5 

29.8 

16.0 

仕事や家事などで忙し

くて時間がない

活動に関する情報がな

いため、関わる機会が

ない

特に理由はない

地域社会における子育てに関する活動に参加

していない理由（上位３つ）

県民

(%)

～地域における子育て活動～
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40

⑤子どもの権利に
関する課題
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①児童虐待相談対応件数（三重県）

41

930

2,315

2147

0

500

1000

1500
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②いじめ認知件数（三重県）

1,209

3,764

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500
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③子どもの貧困率（全国）
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出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」
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③子どもの貧困に関する初の全国調査（内閣府）

（令和２年度）

・過去１年間で食料を買えなかった経験

全体 11.3％ 貧困世帯 37.7％

・過去１年間で衣服が買えなかった経験

全体16.3％ 貧困世帯 45.8％

・大学又はそれ以上への進学希望

全体49.7％ 貧困世帯 28.0％

出典：内閣府「令和３年 子供の生活状況調査の分析 報告書」
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④ヤングケアラーに関する初の全国調査（厚生労働省）

（令和２～３年度）

・世話をしている家族の有無（「いる」と答えた割合）

（小６）6.5％ （中２）5.7％ （高２）4.1％

・世話を必要としている家族（複数回答）

（小６）きょうだい 71.0％、父母 33.0％、祖父母 15.8％

（中２）きょうだい 61.8％、父母 23.5％、祖父母 14.7％

（高２）きょうだい 44.3％、父母 29.6％、祖父母 22.5％

・平日１日あたり世話に費やす時間（平均）

（小６）2.9時間 （中２）4.0時間 （高２）3.8時間

出典：「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」
（厚生労働省）-274-



・世話をしているために、やりたいけれどできていない
こと（中２・複数回答）

特にない 58.0％

自分の時間が取れない 20.1％

宿題や勉強をする時間が取れない 16.0％

・世話について相談した経験（「ある」と答えた割合）

（小６）17.3％ （中２）21.6％ （高２）23.5％

出典：「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」
（厚生労働省）
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児童虐待の防止と社会的養育の推進 子育て支援課 ①②③④⑤⑥⑦ 224-2271

コロナ禍において児童虐待リスクの増加が懸念される中、子どものかけがえのない命や尊厳が守られるよう、虐待防止に関する理解促進と、虐待の未

然防止や早期発見・早期対応に取り組みます。

また、全ての子どもができる限り家庭あるいは良好な家庭的環境で養育されるよう、里親委託の推進、施設の小規模グループケア化などに取り組みま

す。

児童虐待の防止

① （一部新）児童虐待法的対応推進事業【153,940千円】

ＡＩ技術を活用した児童虐待対応支援システムにより、

一時保護等にかかる意思決定の迅速化を図り、児童の安全を

確保するとともに、児童相談所に外国人支援員を配置し、

定期的な家庭訪問を行うなど、外国につながる子どもの虐待

防止等に努めます。

また、児童相談所においてＳＮＳを活用した全国一元的な相談支援が

スタートすることから、その対応に向けた体制を整備します。

② 児童一時保護事業【311,947千円】

被虐待児童等を一時保護し、児童の安全を確保するとともに、専門職

による心のケア等を行います。

また、一時保護所に看護師等を配置し、対応の充実や関係機関との迅

速な連携を図ります。

さらに、新型コロナに保護者が感染し、養育者が不在となった児童を

一時保護するため、宿泊施設を借り上げます。

③ （一部新）DV対策基本計画推進事業【35,227千円】

DV被害者と同伴する子どもへの支援の充実を図るため、新たに

「児童虐待防止コーディネーター」を女性相談所に配置します。

④ 若年層における児童虐待予防事業【10,279千円】

予期しない妊娠等に悩む若年層が相談しやすい環境整備の一環とし

て、

ＳＮＳによる相談を実施するとともに、医療機関の受診同行や妊娠判定

費用の補助などの支援を行います。

社会的養育の推進

⑤ 家庭的養護推進事業【83,461千円】

里親リクルートから里親研修、子どもとのマッチング、

里親委託中から委託解除後の支援までを行う里親養育包括

支援体制（フォスタリング機関）を充実します。

⑥ 児童養護施設費【264,905千円】
児童養護施設等の人材確保を支援するとともに、小規模グループケ

ア化に向けた取組を支援します。

また、児童養護施設等における感染防止対策を支援するため、相談

窓口を設置し、専門家による派遣指導を行うとともに、必要経費を補

助するなど業務継続が可能となるよう支援を行います。

⑦ （一部新）家族再生・自立支援事業【17,711千円】
新たに自立支援コーディネーターを配置し、施設等で生活する児童

に対して自立に向けての支援を行うとともに、退所児童等に対して生

活上の相談に応じるなど退所後の支援を充実します。

子
ど
も
・
福
祉
部
8
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子ども・子育ての希望がかなう環境づくり 少子化対策課 ①④⑤⑥⑦ 224-2404

子育て支援課 ②③⑧⑨ 224-2271

県や市町をはじめ企業や団体等のさまざまな主体が連携して、結婚・妊娠・出産の支援や幼児教育・保育の充実などに取り組むとともに、生まれ

育った家庭環境等に関わらず、全ての子どもが豊かに育つことができるよう、子どもの貧困対策に取り組み、子ども・子育ての希望がかなう環境づく

りを進めます。

結婚・妊娠・出産の支援

① みえの出逢い支援事業【8,492千円】

結婚支援に取り組む市町と連携し、地域における広域的な出会いの機会

の創出を図るとともに、結婚や子育てに適した地域の魅力を発信し、これ

から結婚する方に選ばれる三重県づくりに取り組みます。

② 不妊相談・治療支援事業【495,291千円】

不妊相談や治療に関する情報提供を行うとともに、不妊ピアサポーター

を活用して、不妊症や不育症に関する悩み等に対応します。

また、不妊治療や不育症治療に係る経済的支援については、保険適用へ

向けた国の動向を注視しながら、必要な支援を行います。

③（一部新）出産・育児まるっとサポートみえ推進事業

【17,454千円 (一部県民提案枠事業) 】

切れ目なく母子保健サービスが提供されるよう、支援体制の充実に取り

組むとともに、新型コロナなどに不安を抱える妊産婦等が気軽に相談でき

るよう、電話及びＳＮＳを活用した相談窓口を開設します。

幼児教育・保育の充実

子
ど
も
・
福
祉
部
9

子どもの貧困対策

⑧（一部新）子どもの貧困対策推進事業【17,110千円】

生まれ育った家庭の経済状況等により、子どもたちが将来の夢を諦めてしまうことがないよう、子ども食堂など

子どもの居場所における学習支援や体験機会を充実します。

また、貧困対策の好事例の収集や情報共有を行うことで、市町における取組を促進します。

⑨（新）ヤングケアラー支援事業【16,813千円】

ヤングケアラーの実態調査を行うとともに、要保護児童対策地域協議会の構成機関職員等への研修を実施します。

また、適切なサービス等につなぐため、関係機関との調整役となるコーディネーターを新たに配置します。

④（一部新）保育対策総合支援事業【451,034千円 (２月補正含み) 】

保育士の確保に向けて、現場で働きながら資格取得をめざす方を雇い上

げる保育所を支援するとともに、業務の負担軽減等による離職防止、潜在

保育士の就労支援、保育士をめざす学生への貸付等を行います。

また、保育士をめざす学生や現役保育士を対象に志望理由や職場環境等

についての調査を行い、保育の仕事の魅力発信や職場環境の改善等につな

げます。

⑤ 次世代育成支援特別保育推進事業費補助金【89,337千円】

待機児童の解消に向けて低年齢児保育を推進するため、低年齢児を受

け入れる私立保育所等への支援を充実します。

⑥ 放課後児童対策事業費補助金【1,362,088千円 (２月補正含み) 】

放課後児童クラブの安定的な運営や人材の育成、施設整備等に対する

支援を行います。

⑦ 地域子ども・子育て支援事業【631,431千円】

多様な保育ニーズに対応するため、市町が行う病児保育やファミリー

・サポート・センター事業などを支援します。
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⑥県内自治体の
子どもの権利条例

49
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名張市子ども条例
（平成18年３月16日公布）

①権利の明記
４つの権利の明記

②各主体の役割
子どもの役割についても規定

③救済機関の設置
何人も、子どもの権利に関する事項について、相談し、
救済を申し立てることができる「子どもの権利救済委
員会」（３人以内）を設置

④子ども権利委員会
市町の諮問に応じ、子どもに関する施策における子ど
もの権利の保障の状況について調査審議

（10人以内で構成）

50
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みんなと一歩ずつ未来に向かって
いく東員町子どもの権利条例

（平成27年６月19日公布）

①権利の明記
４つの権利 ＋「愛される権利」「ともに生きる権利」

②各主体の役割（権利の保障と尊重）
子どもの役割についても規定

③救済機関の設置
子どもの権利侵害について、相談、救済を申し立てる
ことができる「子どもの権利擁護委員」（６人以内）
を設置

④子どもの権利委員会の設置
町長等の諮問に応じ、町の子どもに関する施策に
おける子どもの権利の保障の状況の調査、審議

（10人以内で構成）

51
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ご清聴ありがとうございました
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